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INFORMATION

掲載している催し等は、９月18日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止・延期している場合があります。

　現在、食べられるのに捨てられて
いる食品、いわゆる｢食品ロス｣が問
題になっており、１日に国民１人当た
りお茶碗約１杯分の食べ物が捨てら
れています（農林水産省および環境
省「平成２９年度推計」）。
　おいしい食材や楽しい会話を交え
ておいしく楽しく食べきりましょう。
　また、ご家庭で消費しきれない食材
等があれば、甲賀市社会福祉協議会の
フードバンク事業「 e

え
こころステーショ

ン」への提供にご協力ください。

生活環境課　廃棄物対策係
☎６９-２１４５　Ｆax６３-４５８２

里親制度とは
　保護者の入院、離婚、経済苦、養育
の拒否、虐待など、さまざまな事情か
ら家庭で暮らすことができない子ど
もを自らの家庭に迎え入れて養育す
る制度です。
　「子どもを育てたい大人」のための
制度ではなく、「その子どもにとって最
適の養育者」を探すための制度です。

いろいろな里親さんを求めています
●養育里親  

①長期間（年単位）養育する里親
② 短期間（数日～数週間程度）養

育する里親
③ ホームステイ里親（児童養護施設

等に入所している子どもを週末
や学校等の休業期間に預かる）

●養子縁組里親  
　養子縁組を希望する里親　

　たくさんのご家庭が里親家庭とし
て登録していただくことで、子どもた
ちの生活場所の選択肢が広がります。

滋賀県中央子ども家庭相談
センター（里親担当）
☎０７７‐５６２‐１１２１
Ｆax０７７‐５６５‐７２３５
子育て政策課  家庭児童相談室
☎６９‐２１７７　Ｆax６９‐２２９８

おいしく楽しく食べきろう！
～10月30日は
 食品ロス削減の日～ お知らせ

里親になりませんか？
10月は里親月間 お知らせ

　総務省の行政相談は、担当行政機
関とは異なる立場から、行政などへ
の苦情や意見・要望を受け付け、そ
の解決や実現を促進するとともに、
行政の制度や運営の改善に生かす
仕組みです。
　国の事務（国道、一級河川、登記、戸
籍、年金など）について困ったときは、
お気軽に行政相談をご利用ください。
相談は無料・予約不要・秘密厳守です。

（定例相談の日程は「相談コーナー」
のページをご覧ください。）
一日合同行政相談所（行政なんでも
相談所）の開設
●日時　１０月３０日（金）
　13時30分～16時
　（受付 15時30分まで）
●場所　ここぴあ１階研修室
　（湖南市岩根4528-1）

滋賀行政監視行政相談センター
☎０７７-５２３-１１００

１０月１９日～２５日は
「行政相談週間」 お知らせ

問合せ

問合せ

　交通事故など第三者（他者）の行
為が原因でケガや病気をしたとき、
保険証を使って治療を受ける場合
は、国民健康保険（後期高齢者医療）
が治療費を一時的に立て替え、後日、
加害者へ治療費を請求しています。
　警察への届出と同時に、加害者と
示談をする前に必ず速やかに下記ま
でご連絡ください。
第三者行為に該当する事例
●交通事故（自転車事故も含む）
●暴力行為によるケガ
●他人のペットにかまれた　など

保険年金課　国保年金係
☎６９‐２１４０　Ｆax６３‐４６１８
後期高齢者医療係
☎６９‐２１４２　Ｆax６３‐４６１８

国民健康保険・後期高齢者
医療制度に加入の皆さんへ
交通事故などで
ケガをしたら届出を

お知らせ

問合せ

問合せ
申込み

里親に関する事前相談窓口
こばと子ども家庭支援センター
☎０７７‐５２５-００３０
 smile@kobatokai.or.jp

eえこころステーション
場所�：�水口町八坂７-２
☎080-6220-4918

　子育て世代の皆さんの知りたい情
報を発信しています。おでかけ情報
やイベント情報は年齢別に検索でき
ます。 ＬＩＮＥ＠やメルマガも配信中。

子育て情報はこちらから
甲賀流！子育て応援サイト

ここまあちねっと

問合せ
子育て政策課 子育て政策係
☎69-2176　Ｆax69-2298

ここまあちねっと
ホームページ
http://kokakosodate.jp

ここまあち
ねっとＬＩＮＥ＠

　登録していただいたメールアドレス
に子育て支援情報を配信します。

「甲賀子育て応援メール」
配信中！

子育て支援センター
だより

納期限は、11月2日（月）です
◦市県民税（３期）
◦国民健康保険税（７期）
◦利用者負担額（保育料、幼稚園・保育園給食費）

◦介護保険料（７期）
◦後期高齢者医療保険料
◦水道料金納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

今月の納税

10月の延長窓口
（毎週火曜日19時まで）は、
6日、13日、20日、27日です。

マイナちゃんからのお知らせ
マイナンバーカードで各種
証明書がコンビニで窓口での交付
より100円安く取得できます。

（取得できる証明書は下記までご確認ください。）

毎週火曜日は、市役所市民課で
戸籍・住民票・税証明などの証明
書発行、印鑑登録等を19時まで
行っています。
※ただし、延長窓口ではお受けできない
業務がありますので、対応できる内容に
ついては下記までお問い合せください。

問合せ
市民課 
☎69-2138　Ｆax65-6338みなくち診療所　　☎６２-３３４６　Ｆax６３-１７２８　問合せ

申込み

市立みなくち診療所インフルエンザ予防接種
お知らせ

接種期間 １０月１２日（月）～令和3年2月26日（金）（土日・祝日を除く）
※ワクチンの入荷状況により期間を変更することがあります。

金額（１回）大人３，２００円 ／ 子ども（小児科）２，７００円
未成年者

（20歳未満）
について

母子手帳持参、保護者同伴（祖父母可）でお越しください。

①６カ月～中学３年（小児科）  要予約 ②１６歳以上の方  予約不要
●日時
　平日９時～１１時３０分
●予約方法

１０月７日（水）午後から受付開始、土日・
祝日を除く１４時～１６時に下記まで
※ １６歳以上の方の予約受付はしてい

ません。
※定員になり次第、受付終了

●日時
平日   ９時～１２時
　　 １４時～１５時３０分
※臨時休診の場合があります。
※ ワクチンの在庫がなくなり次

第、終了

　今年度内に満６０歳以上の県内在
住者を対象に、就業機会拡大のため
の講習会受講者を募集します。
①観光客ナビスタッフ講習
　語学（英語・中国語・韓国語）や滋
賀の主な観光についてグループ
ワークなどで学びます。
●日時　１１月２４日（火）～２７日（金）
　１０時～１６時　（全４日間）
●場所　シルバー連合会事務所（大津市）
●定員　１２人
●申込締切　１１月１１日（水）
②警備技能講習
　警備業務に必要な知識を学びます。
●日時　１１月３０日（月）～１２月４日（金）
　９時～１６時　（全５日間）
●場所　シルバー連合会事務所（大

津市）他
●定員　１２人
●申込締切　１１月１９日（木）
※ ①②とも参加費無料（交通費、昼

食代は自己負担）
滋賀県シルバー人材センター連合会
☎０７７‐５２５‐４１２８

滋賀県シルバー人材センター
連合会
シニア対象「講習会」
受講者募集 募  集

問合せ
申込み

●募集人数　２人以内
●応募資格　市内在住・在勤の満２０

歳以上（令和２年４月１日現在）の方
●職務内容　甲賀市都市計画審議会

条例第２条の規定に基づく調査審議
●任期　１２月１日～令和４年１１月

３０日の２年間（予定）
●応募方法　募集要項は市役所都市

計画課に備えつけるほか、市ホーム
ページに掲載しています。規定の様
式により必要事項等を記入のうえ、
郵送・ＦＡＸ・メール・持参で下記まで

●応募締切　１０月１５日（木）１７時必着
〒５２８-８５０２（郵便番号のみ
で、住所の記載は不要）
都市計画課　都市計画係
☎69-2203　Ｆax63-4601
 koka10401000@city.koka.lg.jp

甲賀市都市計画
審議会委員募集 募  集

問合せ
提出先

　各種の申請手続きでお困りの方
に行政書士が無料で相談に応じます。
※予約不要
●日時　１０月１８日（日）１３時～１６時
●場所　水口社会福祉センター２階
●主催　滋賀県行政書士会甲賀支部

滋賀県行政書士会
甲賀支部長　安

あ だ ち
達信

のぶよし
良 

☎62-7595　Ｆax62‐7596

官公署への
諸申請に関する
無料相談 お知らせ

問合せ

　法務局で自筆証書遺言書保管制
度が始まりました。自筆証書遺言書
は、相続をめぐる紛争を未然に防止
するために有効な手段であり、遺言
者が自書さえできれば遺言者本人
のみで作成できるため手軽で自由
度の高いものですが、一方で、遺言
者の死後、相続人に発見されなかっ
たり、改ざんされたりするおそれな
どの問題点がありました。
　新しく創設された「自筆証書遺言
書保管制度」では、法務局で自筆証
書遺言書を長期間適切に保管する
ことにより、自筆証書遺言に係る遺
言書のメリットを損なわず、紛失や改
ざん等の心配を解消することができ、
家庭裁判所の検認も不要となります。
　詳しくは、法務省ホームページ

（「法務局における自筆証書遺言書
保管制度について」で検索）、または
下記まで

大津地方法務局甲賀支局
☎６２‐０２５９

法務局で
自筆証書遺言書の
保管ができます お知らせ

問合せ
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